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特定事業者の

主たる業種 運輸業

該当する事業

者要件
戸 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換

算して1,500キロリットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック又
はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条 第4号該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事
業者 (二酸化炭素に換算して31000トン以上))

マ

戸

計 画 期 間 平成 18 年  4 月 平成  20 年 3 月

基 本 方 針 1 地 球規模の環境問題 ・罰̀ 市公害の改音に勢める。 2 省 資源 ・循環型社会の桔染 に勢める。 3 敦

育 ・啓発活動 に努める。

推 進 体 常|本社 に環境開忍担 当役員を設置、/PN罰;夏盾総務課を環境保全貢住課所 として明確に し、従業員に環境保全
の重要性を徹底する。

年度 ことの具
体的な取組及
び措置

計 田 内 容

京都支店 営 業所 新規工‖う設lll時の環境対応干「,(ハ イブリット11)2台 導入

京都支店 営 業所 rl親】IPitttl‖子の環境対応1ユ加 (CNGHこ またはハイブリット1[)2台 導入

1]～20 全営業所 デジタコ尊人による省エネ迎伝の阻時指導

温至効果刀ス
の排出量等 排出区分

基 韓 年 度 (実績 ′

(17)年 度
(二酸化炭素映算 (1))

日怯 年 度 (計 凹 '

(19)年 度
〈二段化炭繁換算 〈1))

陸調
∽A事 業所等排出区分 1,751 t t 00 %

B輸 送車両排出区分 7607 t 7397 t 2 8 %

Cそ の他排出区分 t t %

排出合計 ,                  9358 t 2               9,148 t -22 %

その他の地球
温暖化対策に

よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

(二腰化炭 素換昇 (1

森林の保全及び整備 〈整t mi積) 〈政収■) t

府内産 の木材 の利用 (tFltti丘) m〕 (bl滅■) t

自然エネルギーを利用した電
力又は熱の供給

(売化丘) kwh く出暇 出) t

(熱りヽ綺抗) 〈削減量) t

グ リー ン電 力の嬬入 (Rl入■) kwi (削減■) t

削減量等合rlt t

差引排出量

(排出合計-lJ波等合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)
Ⅲ1                  9358 t (12)‐(|わ         9148 0  t -22%
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潤11該 せ,する□には レ rftを記入してください。付tJ:来“以外で山■参ljされるJ 米`子の方は レ Flのせ人は不2tです。

2「 ″=半午14」とは''Ⅲ WirlのⅢⅢイF政を 「 標 作成」とはil‖j"1い)のJx終午度をいいます。

3「 JI米,テ守lltHl X分Jと は、京冊rl内のJ:米,方挙のⅢ来l「Illのためのエネルギーの■川にnてい究1:する】44効人ガスを 「輸送ⅢⅢIJll区分Jと
は rillJ■l■速1'米イについては世す」の本拠のll riを京都付内とするⅢⅢlの例11する‖とを効火ガスを 駅 道'1'来イについては,tイ「する生物1〔H打文
は旅舛14ⅢⅢの研HIする沌■効央ガスを 「そのlL〕lⅢ人分|とは、 L把 以外のボHH;lr内におけるザ来,'F年の!I米lr llJにイJをい充■するJEt4、効米ガス
をいいます。

4 r41記!叫i」には Jえ成211度〈1990 1モ政)を なftとしたl111 1 1の川比やエネルギーば ■ヽC02切lⅢⅢt 作エネ製Ⅲl,"発などlLイのltl“効米
ガス朋Ⅲ ⅢHl減へのェ〔献 グ リーン刊述の採川 オ十せフロンなどの条例竹定外の泄4t効メガスの“J波などをた人してください。


